
証券コード 4346
（発送日）2025年12月４日

（電子提供措置の開始日）2025年11月27日
株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 ４ 号
株 式 会 社 NEXYZ.Group
代表取締役社長 近藤 太香巳

第36期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第36期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご
通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措
置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサ
イトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認く
ださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.nexyzgroup.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「株主総会」を
順に選択いただき、ご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に
「NEXYZ.Group」または「コード」に当社証券コード「4346」を入力・検索し、「基
本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権行使をす
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年12
月18日（木曜日）午後６時15分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
上げます。
【書面（郵送）による議決権行使の場合】

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示いただき、上記行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合】
４ページに記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のう

え、上記行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
敬 具
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記
１．日 時 2025年12月19日（金曜日）午前10時00分

（受付開始は午前９時30分を予定しております。）
２．場 所 東京都渋谷区桜丘町20番４号

ネクシーズスクエアビル ３階大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．会議の目的事項
報 告 事 項 １． 第36期（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）事

業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２． 第36期（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使

書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条に

基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載してお
りません。
従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報
告を作成するに際して、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部で
あります。
① 連結計算書類の連結注記表 ② 計算書類の個別注記表

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサ
イト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載い
たします。

【株主総会の運営についてのご案内】
・ 今後の状況等により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネ

ット上の当社のウェブサイト（https://www.nexyzgroup.jp/）にてお知らせい
たします。
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こちらに議案に対する賛否をご記入ください。
第1号議案、第2号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
● 反対する場合 「否」の欄に〇印
第3号議案、第4号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
● 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます
ようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決
権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送
りする議決権行使書用紙を会
場受付にご提出ください。

本招集ご通知とあわせてお送
りする議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示のう
え、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議
案に対する賛否をご入力くだ
さい。

日 時

2025年12月19日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

行使期限

2025年12月18日（木曜日）
午後６時15分到着分まで

行使期限

2025年12月18日（木曜日）
午後６時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する
賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネッ
トによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インタ
ーネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議
決権行使としてお取り扱いいたします。
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QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することな
く議決権行使ウェブサイトにログインすることがで
きます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）

見 本

インターネットによる議決権行使のご案内
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の配当に関する事項

当社は、企業価値の拡大に伴う株主利益の拡大を重要な経営課題として認識して
おります。そして安定した経営基盤の確立と収益力の強化に努め、健全な財務体質
の維持や将来の事業展開に備えるために内部留保の充実を勘案しつつ、株主の皆様
をはじめとするステークホルダーに対し、安定的な利益還元を継続することを基本
方針としております。

第36期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開を勘案い
たしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
⑴ 配当財産の種類

金銭といたします。
⑵ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は390,245,490円となります。

⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年12月22日といたしたいと存じます。
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

2025年９月に第一電機設備工業株式会社を買収し連結子会社化したことに伴
い、同社が営んでいる事業内容に合わせ、現行定款に第２条の事業目的を変更す
るとともに、条文の整備を行うものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

（商号） （商号）

第１条 (条文省略） 第１条 （現行どおり）

（目的） （目的）

第２条 当会社は次の事業を営むことを目
的とする。

第２条 当会社は次の事業を営むことを目
的とする。

１．次の業務を営む会社の株式を所有
することにより、当該会社の事業
活動を支配・管理すること。

１．次の業務を営む会社の株式を所有
することにより、当該会社の事業
活動を支配・管理すること。

（１）〜（43） （条文省略）
（44）建築・土木工事の請負及び施工

（１）〜（43） （現行どおり）
（44）土木建築工事、電気設備工事、

管工事、給排水衛生設備工事、
冷凍・空調設備工事、機械器
具設置工事、その他諸建設工
事の請負、施工、計画、設計
及び監理

２．〜９． （条文省略） ２．〜９． （現行どおり）
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６

名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名
の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はあり
ません。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

１

こ ん ど う た か み
近 藤 太香巳

（1967年11月１日）

1987 年５月 日本電機通信を創業
1989 年２月 当社設立
1991 年２月 当社 代表取締役社長
2000 年11月 株式会社ブランジスタ 取締役（現

任）
2014 年12月 当社 代表取締役社長兼グループ代表

（現任）
2023 年12月 株式会社ボディアーキ・ジャパン 取

締役（現任）
2025 年７月 SBIネオメディアホールディングス

株式会社 代表取締役副会長（現任）

3,287,580株

［取締役候補者とした理由］
近藤 太香巳氏につきましては、当社の創業者であり、様々な事業の立ち上げを経験して

いるほか、幅広い人脈を有しております。また長年培った豊富な事業経験や知見を有してい
ることから、取締役候補者といたしました。

２

お お ま え し げ ひ ら
大 前 成 平

（1969年11月30日）

1996 年３月 当社 入社
1997 年１月 当社 取締役営業本部長
1997 年10月 当社 取締役副社長（現任）
2015 年12月 株式会社ネクシィーズ（現：株式会

社NEXYZ.）代表取締役社長（現任）

226,930株

［取締役候補者とした理由］
大前 成平氏につきましては、当社で長年、営業統括を中心に経営に携わっております。

主要子会社の代表取締役も兼務しており、その豊富な経験と知見から、取締役候補者といた
しました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

３

ま つ い や す ひ ろ
松 井 康 弘

（1958年４月13日）

1999 年 4 月 当社 入社、経営企画室長
1999 年10月 当社 管理本部長
1999 年12月 当社 取締役管理本部長
2000 年10月 当社 常務取締役管理本部長
2003 年11月 当社 専務取締役管理本部長（現任）
2022 年10月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ（現：

株式会社NEXYZ.ファシリティーズ）
代表取締役（現任）

100,000株

［取締役候補者とした理由］
松井 康弘氏につきましては、当社で管理部門全体の統括を中心に経営に携わっておりま

す。証券会社で長年培った金融及び経理財務に関する豊富な知識と経験から、取締役候補者
といたしました。

４

ふ じ の つ よ し
藤 野 剛 志

（1973年12月15日）

1996 年３月 当社 入社
1999 年６月 当社 西日本営業部長
1999 年12月 当社 取締役
2009 年10月 当社 取締役管理副本部長（現任)
2016 年５月 株式会社ネクシィーズ・ゼロ（現：

株式会社NEXYZ.ファシリティーズ）
代表取締役社長

65,120株

［取締役候補者とした理由］
藤野 剛志氏につきましては、当社で長年、営業統括や様々な事業の責任者として経営に

携わっております。現在は主に管理部門全体の副統括として経営に携わっており、その豊富
な経験と知見から、取締役候補者といたしました。

５

さ と う ひ で や
佐 藤 英 也

（1974年５月８日）

2001 年12月 当社 入社
2007 年12月 株式会社Nexyz.VP 取締役
2008 年10月 当社 社長室長
2013 年10月 当社 執行役員社長室長
2017 年10月 株式会社ボディアーキ・ジャパン 取

締役
2018 年12月 当社 取締役社長室長（現任）

7,930株

［取締役候補者とした理由］
佐藤 英也氏につきましては、当社で長年、社長室の統括及びグループ会社の役員を歴任

し、新規事業の企画運営やビジネスモデルの構築など、事業責任者として経営に携わってお
ります。その豊富な経験と知見から、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

６

新任
【社外】

た つ か わ まこと
龍 川 誠

（1985年９月12日）

2013 年12月 ロケットベンチャー株式会社（現：
4MEEE株式会社）設立 代表取締
役

2016 年 4 月 Aiロボティクス株式会社設立 代表
取締役社長（現任）

-

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
龍川 誠氏につきましては、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を持ち、

社外取締役として経営の監視や適切な助言等をいただくことを期待し、社外取締役候補者と
いたしました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．龍川 誠氏は、新任の社外取締役候補者であります。
３．当社は、龍川 誠氏の選任が承認された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該限定契約に基づく賠償責任の限度額は100万円又は法令が規定する最低責任限度額のい
ずれか高い額としております。

４．当社は、龍川 誠氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予
定であります。

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しており、被保険者である当社取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって
填補することとしております。各候補者が取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契
約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであ
ります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

１

た か は し み ち こ
高 橋 稔智子

（1973年９月26日）

1995 年１月 当社 入社
2004 年10月 当社 経理部 部長
2005 年12月 株式会社ブランジスタ 取締役
2009 年４月 当社 内部監査室 室長
2015 年10月 株式会社ブランジスタ 内部監査室

室長
2021 年１月 株式会社ボディアーキ・ジャパン 管

理部 部長
2024 年12月 当社取締役監査等委員（現任）

40,440株

［監査等委員である取締役候補者とした理由］
高橋 稔智子氏につきましては、当社で長年経理や内部監査室の責任者、グループ会社の

役員を歴任しグループ各社の業務に精通しており、また、財務会計に関する様々な知見と経
験を有しております。その豊富な経験から監査を適確に遂行できると判断し、監査等委員で
ある取締役候補者といたしました。

２

新任
【社外】

さ と う と し き
佐 藤 亨 樹

（1979年３月１日）

2002 年４月 株式会社大広 入社
2009 年６月 株式会社デジタルアイデンティティ

（現株式会社Orchestra Holdings）
設立

2011 年２月 株式会社Orchestra Holdings 取締
役

2015 年11月 株式会社Orchestra Holdings 取締
役COO

2016 年３月 株式会社Orchestra Holdings 代表
取締役COO

2018 年12月 当社 社外取締役（現任）
2019 年４月 株式会社Orchestra Holdings 代表

取締役（現任）

-

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
佐藤 亨樹氏につきましては、株式会社Orchestra Holdingsの代表取締役として、企業経

営と事業戦略について豊富な経験と知見を有しており、当社取締役会において的確な指導・
助言等をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位 及 び 担 当 並 び に
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当
社 の 株 式 数

３

新任
【社外】

よ し は ら ひ ろ き
良 原 広 樹

（1982年７月２日）

2006 年４月 株式会社ガイア 入社
同社 副社長

2010 年10月 同社 取締役副社長
株式会社札幌ガイア 取締役
株式会社ガイア・ビルド 取締役

2010 年12月 株式会社トポスエンタープライズ 取
締役

2014 年８月 株式会社テクノロジーズ 設立 代表
取締役（現任）

2019 年６月 株式会社Cotori 取締役
2023 年10月 株式会社エコ革 取締役（現任）

-

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
良原 広樹氏につきましては、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を持ち、

社外取締役として経営の監視や適切な助言等をいただくことを期待し、監査等委員である社
外取締役候補者といたしました。

（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．佐藤 亨樹氏及び良原 広樹氏は、社外取締役候補者であります。
３．佐藤 亨樹氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。
４．当社は、高橋 稔智子氏及び佐藤 亨樹氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該限定契約に基づく賠償責任の限度額は100万円又は法令が規定する最低責任限度額のい
ずれか高い額としており、各氏の再任が承認された場合、各氏との間の責任限定契約を継続
する予定であります。また、良原 広樹氏の選任が承認された場合、当社は同社との間で、
同様の責任限定契約を締結する予定であります。

５．当社は、佐藤 亨樹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の再任が
承認された場合、引き続き当社は同氏を独立役員に指定して東京証券取引所に届け出る予定
であります。また、良原 広樹氏の選任が承認された場合、東京証券取引所に独立役員とし
て届け出る予定であります。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しており、被保険者である当社取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって
填補することとしております。各候補者が取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契
約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。

以 上
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事 業 報 告
（自 2024

至 2025
年
年

10
９

月
月

１
30

日
日）

１．企業集団の現況に関する事項
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

事業の経過及びその成果
当連結会計年度における我が国の経済は、堅調な企業業績を背景に、雇用・所

得環境の緩やかな回復傾向が続きました。一方で、米国の通商政策等の影響によ
り、世界的に経済・物価の動向の不確実性が高まりました。GDP伸び率は、
2025年４月〜６月に前年同月比0.5％増となりました。消費者物価指数(生鮮食品
除く)は、前年同月比2.3％〜3.7％の間で推移しました。

このような状況の下、当社グループでは、今後も成長が見込まれる「ネクシー
ズZERO」、「アクセルジャパン」の拡大に特に注力してまいりました。当連結会
計年度においては、企業の堅調な設備投資意欲のもと、当社の強みである全国規
模で展開できる提案型の営業力を活用し、それぞれ契約数が順調に増加したこと
から業績も好調に推移いたしました。

これらの結果、売上高28,433百万円（前年同期比16.1％増）、営業利益1,820百
万円（前年同期比53.1％増）、経常利益1,742百万円（前年同期比50.7％増）とな
り、親会社株主に帰属する当期純利益は922百万円（前年同期比50.8％増）とな
りました。

事業別営業概況は次のとおりであります。
エンベデッ
ド・ファイ
ナンス事業

メディア・
プロモーシ
ョン事業

計 その他事業 調整額 連結

売 上 高
（百 万 円） 23,248 5,178 28,427 31 △25 28,433

営 業 利 益
（百 万 円） 1,663 1,146 2,810 28 △1,018 1,820

（注） 調整額は、セグメント間取引、全社費用等であります。
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当連結会計年度における報告セグメントの概況は次のとおりです。

［エンベデッド・ファイナンス事業］
エンベデッド・ファイナンス事業では、設置工事費用を含めた初期投資オール

ゼロで、顧客に最新の省エネルギー設備等を導入できる「ネクシーズZERO」の
提供、利用者獲得業務及び省エネルギー設備等の販売を行っております。

当連結会計年度においては、地方銀行や信用金庫との業務提携を進め提携金融
機関を着実に増やしてまいりました。地域密着型の営業体制の構築により、提携
金融機関を中心とした地場の繋がりによる紹介の案件が増加いたしました。また、
工業設備の取扱いを開始し、特にキュービクル式高圧受電設備の受注を増やして
まいりました。

これらの結果、エンベデッド・ファイナンス事業は、売上高23,248百万円（前
年同期比18.0％増）、営業利益1,663百万円（前年同期比46.1％増）となりまし
た。

［メディア・プロモーション事業］
メディア・プロモーション事業では、企業プロモーション支援を目的として、

インターネットを主とした各種サービスを提供しております。
当連結会計年度においては、当連結会計年度においては、タレントを起用した

企業プロモーション支援プロジェクト「アクセルジャパン」が地域金融機関との
連携を拡大し、業績拡大を牽引してまいりました。また、メディア事業において
は、電子雑誌「旅色」における宿泊施設や飲食店からの広告売上が増加したほか、
地方自治体とのタイアップ広告売上が大幅に回復いたしました。ECサポートサー
ビス等を行うソリューション業務においては、3Dホログラム映像演出サービス等
スポット案件が増収に寄与しております。

これらの結果、メディア・プロモーション事業は、売上高5,178百万円（前年
同期比7.8％増）、営業利益1,146百万円（前年同期比21.4％増）となりました。

［その他事業］
その他事業では、電力小売「ネクシーズ電力」の提供等を行っております。当

連結会計年度においては、新規顧客との契約の増加に伴い、電力供給会社からの
手数料収入が増加いたしました。

これらの結果、その他事業は、売上高31百万円（前年同期比158.3％増）、営業
利益28百万円（前年同期比639.3％増）となりました。
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⑵ 設備投資の状況
当連結会計年度につきましては、特記すべき事項はありません。

⑶ 資金調達の状況
当連結会計年度につきましては、特記すべき事項はありません。

⑷ 対処すべき課題
ａ．エンベデッド・ファイナンス事業の拡大

エンベデッド・ファイナンス事業では、工業分野への進出と周辺領域の開拓
を進めております。今後更なる拡大を図るため、キュービクル式高圧受電設備
の提供の強化と同時に電気工事部門の強化、公共工事等の大型案件への取り組
み体制の整備に努めてまいります。また周辺領域の開拓のため、Ｍ＆Ａを含め
た業務提携も視野に入れて取り組んでまいります。

ｂ．メディア・プロモーション事業の拡大
メディア・プロモーション事業では、更なる新規顧客の開拓と新たなサービ

スの提供強化を図ってまいります。「アクセルジャパン」においては金融機関
と、電子雑誌「旅色」の自治体タイアップ広告においてはSBIグループと連携
体制を強化して今までアプローチできていなかった顧客の獲得に努めてまいり
ます。そのほか、新たに開始した「旅色」の宿泊予約機能の追加、「TikTok
Shop」の運用支援等のサービスの運用体制を強化して更なる事業成長に繋げて
まいります。

ｃ．新規事業の創出による成長の加速
当社グループは、新たな時代のニーズに合わせて新規事業や新商材の取扱い

を開始して常に変化し続けてまいりました。今後更に成長を加速するため、既
存の2事業だけでなく、新たな事業への投資も必要不可欠であります。そのた
め、様々な業務提携や投資案件について随時精査を進めております。自社の強
みやノウハウが活かせるビジネスチャンスを探り、今後も積極的に挑戦してい
くことで新たな市場を開拓し、成長を加速させてまいります。
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⑸ 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 33 期
（2022年９月期）

第 34 期
（2023年９月期）

第 35 期
（2024年９月期）

第 36 期
（当連結会計年度）
（2025年９月期）

売 上 高（百万円） 19,214 21,953 24,497 28,433
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）（百万円） 377 726 1,156 1,742

親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期
純 損 失 （△）

（百万円） 185 748 611 922

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期
純 損 失 （△）

（円） 14.30 57.56 47.04 70.94

総 資 産（百万円） 13,615 15,445 18,342 24,387

純 資 産（百万円） 2,867 3,701 5,218 8,028

１株当たり純資産額 （円） 91.82 129.01 196.06 332.81

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式数控除後の期中平均発行
済株式数により算出しております。

⑹ 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権
比 率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社NEXYZ. 100百万円 100.0％
初期投資ゼロの省エネルギー設備等導入
サービス「ネクシーズZERO」の利用者
獲得業務及び業務用設備等の販売

株式会社NEXYZ.
ファシリティーズ 100百万円 100.0％ 初期投資ゼロの省エネルギー設備等導入

サービス「ネクシーズZERO」の提供

株式会社ブランジスタ 621百万円 50.3
[1.9

％
％]

メディア・プロモーション事業における
子会社の株式保有及び管理

株式会社ブランジスタ
エール 100百万円 75.0

(75.0
％
％)

タレントを起用した企業プロモーション
支援「アクセルジャパン」の提供

株式会社ブランジスタ
メディア 5百万円 100.0

(100.0
％
％) 電子雑誌出版・電子広告

株式会社ブランジスタ
ソリューション 5百万円 100.0

(100.0
％
％) EC・通販企業支援

（注）１．議決権比率の（ ）内は、間接所有割合であり内数であります。また、議決権比率の［ ］
内は、緊密な者または同意している者の所有割合であり外数であります。

２．上記に掲げた重要な子会社６社を含む連結子会社は22社、持分法適用会社は１社でありま
す。

３．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
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⑺ 主要な事業内容（2025年９月30日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

エ ン ベ デ ッ ド ・
フ ァ イ ナ ン ス 事 業

初期投資ゼロの省エネルギー設備等導入サービス「ネクシーズ
ZERO」、利用者獲得業務及び省エネルギー設備等の販売

メ デ ィ ア ・
プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業

タレントを起用した企業プロモーション支援
電子雑誌の広告掲載及び制作受託
製品・サービスの販売促進、ノウハウや技術の提供、コンサルティン
グ業務

⑻ 主要な事業所（2025年９月30日現在）

会 社 本社または
営 業 所 所 在 地

当社 本社 東京都渋谷区桜丘町20番４号

株式会社NEXYZ. 本社 東京都渋谷区

株式会社NEXYZ.
ファシリティーズ 本社 東京都渋谷区

株式会社ブランジスタ 本社 東京都渋谷区

株式会社ブランジスタ
エール 本社 東京都渋谷区

株式会社ブランジスタ
メディア

本社 東京都渋谷区

営業所 札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡

株式会社ブランジスタ
ソリューション

本社 東京都渋谷区

営業所 札幌、大阪、福岡
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⑼ 従業員の状況（2025年９月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 （ 名 ）

エ ン ベ デ ッ ド ・ フ ァ イ ナ ン ス 事 業 719 （79）

メ デ ィ ア ・ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 303 （40）

そ の 他 事 業 3 （0）

全 社 （共 通） 41 （2）

合 計 1,066 （121）

（注）１．従業員数は、就業人数であります。
２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

41名 0名 36.10歳 9.33年

（注） 上記従業員のほかに、臨時従業員２名（年間平均雇用人員）を雇用しております。

⑽ 主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,425百万円

楽 天 銀 行 株 式 会 社 1,088百万円
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２．会社の状況
⑴ 株式の状況（2025年９月30日現在）

① 発行可能株式総数 53,654,560株
② 発行済株式の総数 13,471,240株
③ 株主数 10,265名
④ 大株主

株 主 名 持 株 数 （株） 持 株 比 率 （％）

近 藤 太 香 巳 3,287,580 25.27

株 式 会 社 近 藤 太 香 巳 事 務 所 1,275,500 9.81

N E X Y Z . 従 業 員 持 株 会 1,065,100 8.19

伊 藤 智 之 796,800 6.13

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 712,801 5.48

一 般 社 団 法 人 Ｈ Ｄ Ｐ 700,000 5.38

渡 辺 崇 285,400 2.19

大 前 成 平 226,930 1.74

ベ ル 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 １ 216,400 1.66

山 本 司 185,730 1.43

（注）１．持株比率は自己株式463,057株を控除して計算しております。
２．自己株式463,057株は、上記大株主からは除外しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

⑵ 会社の新株予約権等に関する情報
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2025年９月30日現在）
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の
状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項（2025年９月30日現在）
該当事項はありません。
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⑶ 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年９月30日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 近 藤 太香巳 グループ代表

取 締 役 副 社 長 大 前 成 平 ㈱NEXYZ. 代表取締役社長

専 務 取 締 役 松 井 康 弘 管理本部長
㈱NEXYZ.ファシリティーズ 代表取締役

取 締 役 藤 野 剛 志 管理副本部長

取 締 役 佐 藤 英 也 社長室長

取 締 役 佐 藤 亨 樹 ㈱Orchestra Holdings 代表取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 高 橋 稔智子

取 締 役
（監 査 等 委 員） 青 木 巌 キャピタル・アドバイザリー㈱ 代表取締役社長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 佐 藤 裕 久 ㈱バルニバービ 代表取締役会長

（注）１．取締役佐藤 亨樹氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役高橋 稔智子氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
３．監査等委員である取締役青木 巌氏及び佐藤 裕久氏は、社外取締役であります。
４．当社は、取締役佐藤 亨樹氏、監査等委員である取締役青木 巌氏及び佐藤 裕久氏を、東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への

出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、
高橋 稔智子氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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② 事業年度中に退任した取締役
該当事項はありません。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役及び監査等委員である各取締役との間で、会社法第427条

第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任について、その職務を行う
につき善意でかつ重過失がないときは100万円または法令が規定する最低責任
限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約をそれぞれ締結しておりま
す。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役（当事業

年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１
項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負
担しております。

当該保険契約の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し
責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、１年毎に
契約更新しております。

なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する
場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設
けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
めの措置を講じております。

⑤ 役員報酬等の内容の決定に関する方針
当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しておりま
す。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報
酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された
決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決
定方針は次のとおりです。
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ａ．基本報酬に関する方針
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同様）の報酬等は、

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体
系とし、各取締役の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応
じて、個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲
内で決定することとしております。

なお、2019年12月17日開催の第30期定時株主総会決議に基づき取締役の
報酬等の額は年額300百万円以内です。

ｂ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
業績連動報酬については、原則年１回12月に支給し、業績目標達成に対す

る責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益の公表数値目標に対
する達成度合と、当該決算期の特殊要因（営業外損益、特別損益等）を勘案
して決定することとしております。当連結会計年度における連結営業利益の
当初見通しは1,800百万円であり、実績は1,820百万円となっております。

ｃ．報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の基本報酬を基準として、役職、職責、会社業績を総合的に

勘案し、貢献度や実績に応じて割合を決定することとしております。
ｄ．報酬等の決定の委任に関する方針

個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、
取締役会の決議により代表取締役社長兼グループ代表の 近藤 太香巳 に一任
して決定することとしております。

取締役会が当該決定を代表取締役に委任した理由は、各取締役の役割や業
績等について評価する際に、代表取締役が最も把握しており適していると判
断したためです。

なお、個人別の報酬等の決定にあたっては、当該権限が代表取締役によっ
て適切に行使されるよう、社外取締役（監査等委員）を主要な構成員とする
報酬委員会を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、
報酬委員会の答申を踏まえて決定することとしております。
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⑥ 取締役の報酬等の総額

区 分
報 酬 等
の 総 額
（百万円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取締役（監査等委員を除く）
（う ち 社 外 取 締 役）

108
（−）

96
（−）

11
（−）

−
（−）

4
（−）

取締役（監査等委員）
（う ち 社 外 取 締 役）

7
（−）

7
（−）

0
（−）

−
（−）

1
（−）

合 計
（う ち 社 外 取 締 役）

116
（−）

104
（−）

12
（−）

−
（−）

5
（−）

（注）１．取締役に対する報酬等の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当分12百万円は含ま
れておりません。

２．業績連動報酬等にかかる業績指標は、連結営業利益であり、その実績は1,820百万円であり
ます。業績連動報酬の算定方法については、事業報告「（3）⑤役員報酬等の内容の決定に関
する方針」に記載のとおりであります。

３．取締役（監査等委員を除く）の支給人員は、無報酬の取締役２名（うち社外取締役１名）を
除いております。

４．取締役（監査等委員）の支給人員は、無報酬の取締役２名（うち社外取締役２名）を除いて
おります。

５．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬年額は、2019年12月17日開催の第30期
定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人
分給与及び賞与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外
取締役は１名）です。

６．監査等委員である取締役の報酬年額は、2019年12月17日開催の第30期定時株主総会におい
て年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役
の員数は、３名（うち、社外取締役は２名）です。
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⑦ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係

区 分 氏 名 他 の 法 人 等 の 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 佐 藤 亨 樹 ㈱Orchestra Holdings 代表取締役

取 締 役
（監査等委員） 青 木 巌 キャピタル・アドバイザリー㈱ 代表取締役社長

取 締 役
（監査等委員） 佐 藤 裕 久 ㈱バルニバービ 代表取締役会長

（注） 上記各法人等と当社との間には重要な取引、その他の関係はありません。

ロ．当事業年度における主要な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要

区 分 氏 名 出 席 状 況、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 佐 藤 亨 樹

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしまし
た。主に経営者としての見地から、経営判断や意思決定に必要
な発言をいただくなど、社外取締役として業務執行に対する監
督、助言等適切な役割を果たしております。
さらに、指名・報酬委員会の委員を務め、役員の指名、報酬の
決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化に貢献し
ております。

取 締 役
（監査等委員） 青 木 巌

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、監査等委
員会11回全てに出席いたしました。主に事業家とは異なる視点
から、経済・政策動向や法令等に関する高い見識を基に、経営
判断や意思決定に必要な発言をいただくなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員会においても、その豊富な経験と高い見識に基づ
き、当社経営の健全性と効率性に資する発言を適宜行っており
ます。

取 締 役
（監査等委員） 佐 藤 裕 久

当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、監査等委
員会11回の全てに出席いたしました。主に経営者としての見地
から、経営判断や意思決定に必要な発言をいただくなど、意思
決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。監査等委員会においても、その豊富な経験と高い見
識に基づき、当社経営の健全性と効率性に資する発言を適宜行
っております。
さらに、指名・報酬委員会の委員を務め、役員の指名、報酬の
決定に関する客観性・透明性の確保、説明責任の強化に貢献し
ております。
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⑷ 会計監査人の状況
① 会計監査人の氏名または名称

有限責任パートナーズ綜合監査法人

② 会計監査人の報酬の額
ａ．当事業年度に係る会計監査人の報酬額 46百万円
ｂ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額
76百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的に区分できないため、ａ.の金額
にはこれらの合計金額を含めて記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人
の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定方針
当社監査等委員会が、会社法第340条第１項各号に定める解任事由に該当す

ると判断した場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を
解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生
により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会の決
議により株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に係る議案の内容
を決定いたします。
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⑸ 業務の適正を確保するための体制及び運用状況
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制に関して、次の

とおり決議しております。
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人による法令及び定款の遵守、社会的責任

を果たすため、コンプライアンスに係る社内規程を定め、取締役及び使用人に
周知徹底を図り、コンプライアンス体制の構築、維持にあたる。

内部監査部門は、当社グループのコンプライアンス体制が有効に機能してい
るかを定期的に監査し、その結果を取締役会に報告を行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等、取締役の職務の執行に係る文書、その

他重要な情報・文書については、文書管理規程に従い、その保存媒体に応じて
適切かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社の損失の危険の管理に関する事項について、リスク管理に係

る社内規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従
ったリスク管理体制を構築する。

また、取締役会の他に、毎月１回開催される経営会議で当社グループのリス
クについて適宜に検討、評価を行い、有効な対策を実施できるリスク管理体制
の構築及び運用を行う。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
当社は取締役会を原則毎月１回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開

催し、法令、定款及び取締役会規程に定める事項その他重要な事項について意
思決定を図る。また、経営方針や経営戦略に関わる重要事項について慎重かつ
迅速に執行決定を行うため、事前に取締役によって構成される経営会議におい
て議論及び審議を行う。

子会社は会社の規模に応じて、取締役会を原則毎月１回若しくは少なくとも
３か月に１回以上開催することを取締役会規程に定めており、当社は開催状況
を定期的に確認する。

当社及び子会社における取締役会の決定に基づく業務執行については、職務
権限規程及び職務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執
行手続の詳細について定める。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社管理規程に基づき、グループ会社の代表取締役社長は、月１回開催

される当社経営会議に参加し、円滑な情報交換を行う。
当社はグループ会社における内部統制の実効性を高めるために必要な施策、

指導及び支援・助言を行う。また、当社の内部監査部門は当社及びグループ各
社の内部監査を定期的に実施し、その結果を当社取締役会並びにグループ各社
の社長に報告を行う。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項
監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、

取締役会は監査等委員会と協議のうえ、必要に応じて監査等委員会の職務を補
助すべき使用人を配置することとする。

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び
監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人の補助すべき期間中における指揮権は監査等委員会に委譲された

ものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令は受けないも
のとする。また、当該使用人の報酬及び人事異動は、あらかじめ監査等委員会
と協議する。

⑧ 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及
び監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害や重大な影響を及

ぼすおそれのある事実及び取締役の不正行為、法令・定款違反行為を発見した
ときは、直ちに所属する会社の監査等委員会または当社の監査等委員会に報告
を行う。子会社において監査役が報告を受けた場合は、速やかに当社の監査等
委員会に報告を行う。

当社は、当該報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行わない。

当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の円滑で効果的な職務
執行のため、当社の監査等委員会から経営上の重要事項並びに業務の執行状況
について報告を求められた場合は、速やかに適切な報告を行う。
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⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員
の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き、そ

の他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理は、監査等委員か
らの申請に基づき適切に行う。

その他、監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と、監査等委員会や別途
必要に応じて意見交換や情報交換の場を開催し、効率的かつ有効な職務執行を
確保する。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関

わりを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応
する。

⑪ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
上記に掲げた内部統制システムの施策及び規程に従って、具体的な取り組み

を行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモ
ニタリングを常時行っております。併せて、コンプライアンスへの理解を深め、
健全な職務執行を行う環境を整備するために、情報セキュリティ、インサイダ
ー取引防止及び財務報告に係る内部統制に関する教育及び研修を実施しており
ます。また、情報セキュリティ対策として国際規格である「ISO／ IEC
27001」及び国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
【流 動 資 産】 15,914 【流 動 負 債】 11,062

現 金 及 び 預 金 8,447 買 掛 金 2,446
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 2,890 短 期 借 入 金 1,100
リ ー ス 債 権 3,436 １年内返済予定の長期借入金 1,812
商 品 486 未 払 金 665
未 収 入 金 556 未 払 法 人 税 等 476
前 払 費 用 336 契 約 負 債 120
そ の 他 771 リ ー ス 債 務 135
貸 倒 引 当 金 △1,010 解 約 調 整 引 当 金 2,977

【固 定 資 産】 8,473 賞 与 引 当 金 415
有 形 固 定 資 産 1,080 そ の 他 913

建 物 及 び 構 築 物 917 【固 定 負 債】 5,297
工 具、 器 具 及 び 備 品 103 長 期 借 入 金 3,907
土 地 53 繰 延 税 金 負 債 1,114
そ の 他 4 そ の 他 274

無 形 固 定 資 産 121 負 債 合 計 16,359
の れ ん 0 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 121 【株 主 資 本】 2,371

投 資 そ の 他 の 資 産 7,272 資 本 金 100
投 資 有 価 証 券 5,832 資 本 剰 余 金 1,001
敷 金 及 び 保 証 金 617 利 益 剰 余 金 2,170
破 産 更 生 債 権 等 323 自 己 株 式 △900
繰 延 税 金 資 産 164 【その他の包括利益累計額】 1,958
そ の 他 625 その他有価証券評価差額金 1,955
貸 倒 引 当 金 △291 為 替 換 算 調 整 勘 定 2

【非 支 配 株 主 持 分】 3,699
純 資 産 合 計 8,028

資 産 合 計 24,387 負 債 ・ 純 資 産 合 計 24,387

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（自 2024

至 2025
年
年

10
９

月
月

１
30

日
日）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 28,433
売 上 原 価 14,613

売 上 総 利 益 13,819
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,998

営 業 利 益 1,820
営 業 外 収 益

受 取 利 息 7
受 取 給 付 金 5
受 取 手 数 料 4
そ の 他 12 31

営 業 外 費 用
支 払 利 息 59
投 資 事 業 組 合 運 用 損 5
支 払 手 数 料 28
寄 付 金 9
そ の 他 6 109
経 常 利 益 1,742

特 別 利 益
関 係 会 社 株 式 売 却 益 476 476

特 別 損 失
減 損 損 失 25
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損 6
投 資 有 価 証 券 評 価 損 52 84

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,134
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 663
法 人 税 等 調 整 額 172 835
当 期 純 利 益 1,299
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 376
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 922

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（自 2024

至 2025
年
年

10
９

月
月

１
30

日
日）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2024 年 10 月 １ 日 残 高 100 1,051 1,507 △899 1,759

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △260 △260

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 922 922

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △0 0 0

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 △50 △50

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） △0 △0

連結会計年度中の変動額合計 − △50 662 △0 611

2025 年 ９ 月 30 日 残 高 100 1,001 2,170 △900 2,371

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分 純 資 産 合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

2024 年 10 月 １ 日 残 高 788 2 791 2,667 5,218

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △260

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 922

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 0

非支配株主との取引に係る
親 会 社 の 持 分 変 動 △50

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） 1,166 0 1,166 1,031 2,198

連結会計年度中の変動額合計 1,166 0 1,166 1,031 2,810

2025 年 ９ 月 30 日 残 高 1,955 2 1,958 3,699 8,028

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
【流 動 資 産】 8,965 【流 動 負 債】 7,700

現 金 及 び 預 金 2,556 買 掛 金 2,466
売 掛 金 3,069 短 期 借 入 金 3,330
商 品 388 １年内返済予定の長期借入金 1,458
短 期 貸 付 金 2,485 未 払 金 136
前 払 費 用 190 未 払 法 人 税 等 50
そ の 他 493 前 受 金 209
貸 倒 引 当 金 △218 預 り 金 10

【固 定 資 産】 5,003 賞 与 引 当 金 30
有 形 固 定 資 産 482 そ の 他 7

建 物 437 【固 定 負 債】 3,499
工 具、 器 具 及 び 備 品 44 長 期 借 入 金 3,250
そ の 他 0 繰 延 税 金 負 債 93

無 形 固 定 資 産 7 そ の 他 156
ソ フ ト ウ ェ ア 7 負 債 合 計 11,200

投 資 そ の 他 の 資 産 4,513 純 資 産 の 部
投 資 有 価 証 券 646 【株 主 資 本】 2,480
関 係 会 社 株 式 2,216 資 本 金 100
関 係 会 社 社 債 247 資 本 剰 余 金 2,265
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 901 資 本 準 備 金 100
敷 金 及 び 保 証 金 537 そ の 他 資 本 剰 余 金 2,165
長 期 前 払 費 用 193 利 益 剰 余 金 1,015
保 険 積 立 金 407 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,015
そ の 他 10 繰 越 利 益 剰 余 金 1,015
貸 倒 引 当 金 △646 自 己 株 式 △900

【評 価 ・ 換 算 差 額 等】 288
その他有価証券評価差額金 288
純 資 産 合 計 2,769

資 産 合 計 13,969 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,969

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（自 2024

至 2025
年
年

10
９

月
月

１
30

日
日）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 12,062

売 上 原 価 11,126

売 上 総 利 益 935

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,093

営 業 損 失 （△） △157

営 業 外 収 益

受 取 利 息 34

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 698

そ の 他 10 744

営 業 外 費 用

支 払 利 息 58

投 資 事 業 組 合 運 用 損 5

そ の 他 0 64

経 常 利 益 522
特 別 利 益

関 係 会 社 株 式 売 却 益 476

そ の 他 7 484

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 833

抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損 6 839

税 引 前 当 期 純 利 益 166

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 109

法 人 税 等 調 整 額 △34 74

当 期 純 利 益 92

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自 2024

至 2025
年
年

10
９

月
月

１
30

日
日）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2024 年 10 月 １ 日 残 高 100 100 2,165 2,265 1,182 1,182 △900 2,648

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △260 △260 △260

当 期 純 利 益 92 92 92

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − △0 △0 △167 △167 △0 △168

2025 年 ９ 月 30 日 残 高 100 100 2,165 2,265 1,015 1,015 △900 2,480

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2024 年 10 月 １ 日 残 高 266 266 2,915

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △260

当 期 純 利 益 92

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 21 21 21

事業年度中の変動額合計 21 21 △146

2025 年 ９ 月 30 日 残 高 288 288 2,769

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年11月27日
株式会社NEXYZ.Group

取締役会 御中
有限責任パートナーズ綜合監査法人

東京都中央区
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 篤 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 原 夏 代

監査意見
当 監 査 法 人 は、 会 社 法 第 444 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き、 株 式 会 社

NEXYZ.Groupの2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、株式会社NEXYZ.Group及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、
その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含
まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものでは
ない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計
算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書
類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な

虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報
に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計
画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年11月2７日
株式会社NEXYZ.Group

取締役会 御中
有限責任パートナーズ綜合監査法人

東京都中央区
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 篤 史
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 原 夏 代

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社

NEXYZ.Groupの2024年10月１日から2025年９月30日までの第36期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、
その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま
れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある
と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類
等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等
に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な

虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第36期事業年
度における取締役の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下の
とおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に
関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ
いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いた
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ
の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任パートナーズ綜合監査法人の監査の方法及び結果は相

当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任パートナーズ綜合監査法人の監査の方法及び結果は相
当であると認めます。

2025年11月27日
株式会社NEXYZ.Group 監査等委員会

常勤監査等委員 高 橋 稔智子 ㊞
監 査 等 委 員 青 木 巌 ㊞
監 査 等 委 員 佐 藤 裕 久 ㊞

（注）監査等委員青木 巌、監査等委員佐藤 裕久は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規
定する社外取締役であります。

以 上

以 上
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ハチ公
ハチ公口道玄坂

宮益坂

渋谷駅
渋谷マークシティ

青山
通り

渋谷中央街郵便局

玉川通
り

六本木通り

首都高速
３号線･

国道246
号線

京王井の頭線
渋谷駅西口

渋谷警察署
明治通り

渋谷ストリーム

JR
新南改札
（３階）

ファミリーマート

セブンイレブンガスト

ローソン

イケベ
楽器

はぐくみ
STAGE

渋谷
サクラ
ステージ

桜丘公園

入口

セルリアンタワー
東急ホテル

渋谷
インフォス
タワー

ネクシーズ
スクエアビル ３階 

渋谷スクランブル
スクエア西口

バスターミナル

日本経済
大学

JR渋谷西口

渋谷ヒカリエ

宿
原

寿
比
恵

渋谷フクラス
（東急プラザ）

三菱UFJ銀行

通行止め

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
東京都渋谷区桜丘町20番４号

ネクシーズスクエアビル ３階 大会議室
電話 （03）5459−7444（当社代表）

（会場への交通機関）
・JR山手線・埼京線、東急東横線、東急田園都市線、東京メトロ銀座線、
東京メトロ半蔵門線・副都心線 ⇒ 「渋谷駅」ハチ公口より徒歩13分

「渋谷駅」JR新南改札より徒歩７分
・京王井の頭線 ⇒「渋谷駅」西口改札より徒歩７分
※渋谷駅周辺は大規模整備で新しいまちづくりが進められており工事の状況により経路変更等が
発生する場合がございます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

（お知らせ）
・会場にご来客用の駐車場はございません。
お車でのご来場はご遠慮ください。

・建物内での飲食、喫煙はできません。


